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Ⅰ．最新情報（201５年３月１日～201５年３月３１日） 

１．一般会計（会計制度委員会） 

特になし 

 

２．IFRS 関係（会計制度委員会） 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期 

201５年３月

２７日 

意見 IASB 公開草案「株

式に基づく報酬取

引の分類及び測定

（IFRS 第２号の

修正案）」に対す

る意見について 

平成 26 年 11 月 25 日に国際会計基準審議会（IASB）から、公

開草案「株式に基づく報酬取引の分類及び測定（IFRS 第２号の修

正案）」が公表され、意見が求められました。 

  日本公認会計士協会（会計制度委員会）では、当該公開草案に対

するコメントを取りまとめ、平成 27 年３月 25 日付けで提出いた

しましたのでお知らせいたします。 

－ 

 

３．学校法人会計（学校法人委員会） 

特になし 

 

４．非営利・公会計（非営利法人委員会、公会計委員会） 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期 

201５年３月 公開 「公会計委員会実 日本公認会計士協会（公会計委員会）では、「独立行政法人に対す － 

３月決算の会社においては、新年度の幕開けと同時に、前年度の決算業務に忙殺される季節となりました。 

毎年のことではありますが、どうぞご自愛いただき、もうしばらく続く繁忙期を乗り切っていただきたいと

思います。 

 



本紙掲載の記事等の無断複写・複製を禁じます。    Copyright○c  Toko audit corporation. All rights reserved 

－2 / 6－ 

 

１９日 草案 務指針第２号「独

立行政法人監査に

おける法規準拠

性」、同実務指針

第３号「独立行政

法人監査における

経済性・効率性

等」、同実務指針

第４号「独立行政

法人における連結

財務諸表監査」、

同実務指針第５号

「独立行政法人監

査における会計監

査人の独立性の保

持の取扱い」、同

実務指針第６号

「国立大学法人等

監査に関する実務

上の留意点」及び

同実務指針第７号

「独立行政法人監

査における監査報

告書の文例」の一

部改訂」（公開草

案）の公表につい

て 

る会計監査人の監査に係る報告書」（独立行政法人監査基準）が平

成 27 年１月 27 日に改訂されたことを受けて、独立行政法人等の

監査に関する公会計委員会実務指針第２号、第３号、第４号、第５

号、第６号及び第７号の見直しについて検討を行って参りました。 

  この度、一応の結論が得られましたので、公開草案として公表し、

広く意見を求めることといたします。 

 

201５年３月

３１日 

その

他 

「「独立行政法人

会計基準」及び「独

立行政法人会計基

準注解」に関する

Ｑ＆Ａ」の一部改

訂について 

独立行政法人の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定

める「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」

（以下「独立行政法人会計基準」という。）が、平成 27 年１月

27 日に改訂されました。主な改訂項目は、セグメント情報の開示、

運営費交付金の収益化基準、注記及び附属明細書及び退職給付会計

基準等になります。同改訂を受け、平成 27 年３月に、独立行政法

人会計基準の実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」

及び「独立行政法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ」（以下「Ｑ＆

Ａ」という。）について、総務省行政管理局、財務省主計局及び日

－ 
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本公認会計協会の三者で会計基準改訂に係る関係規定の整備を行

うものです。なお、改訂後のＱ＆Ａについては、平成 27 事業年度

から適用されます。 

 

 

５．IT 関係（IT 委員会） 

特になし 

 

６．その他 

ＣＰＡ協会 

ＨＰ掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期 

201５年３月

１８日 

公開

草案 

「中小事務所等施

策調査会研究報告

「監査役等への品

質管理レビューの

結果等の説明文書

の様式例」（公開

草案）」の公表に

ついて 

現在公開草案手続中の監査基準委員会報告書 260「監査役等との

コミュニケーション」の改正案において、監査事務所の品質管理の

システムの整備・運用状況の概要を監査役等に書面で伝達しなけれ

ばならないとの要求事項が追加され、これには、品質管理レビュー

の結果及び公認会計士・監査審査会が行う検査の結果が含まれると

規定されています。日本公認会計士協会（中小事務所等施策調査会）

では、この改正案に対応し、中小規模の監査事務所が、品質管理レ

ビューの結果等を監査役等に書面で伝達するに当たり、書面の作成

の参考に資するための様式の検討を行ってまいりました。 

  このたび一応の検討を終えたため、中小事務所等施策調査会研究

報告「監査役等への品質管理レビューの結果等の説明文書の様式

例」（公開草案）として公表し、広く意見を求めることといたしま

した。 

  なお、本公開草案の様式例は、平成 26 年度の品質管理レビュー

制度に基づいて作成しておりますが、今後、平成 27 年度の品質管

理レビュー制度を前提にした様式例の見直しを行うことを予定し

ております。 

  本公開草案についてご意見がございましたら、平成 27 年４月１

日（水）までに、下記に、電子メール又はＦＡＸ（できるだけ電子

メールでお寄せくださいますようお願いいたします。）によりお寄

せください。 

－ 

 

Ⅱ．連絡広場 

ワンポイントメッセージ 

今回は、平成２７年３月期の決算における留意点について説明します。 

なお、参考資料として、財務会計基準機構のウェブサイト（企業会計基準委員会議事録）、日本公認会計
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士協会機関紙会計・監査ジャーナルを使用し、適宜、加筆及び抜粋を加えています。 

また、本文中、改正基準等の早期適用を考慮せず、意見にわたる部分は筆者の私見であることを、あら

かじめ申し添えます。 

 

Ａ．「退職給付に関する会計基準」等の適用 

１．平成２６年４月１日以降開始する事業年度の期首から適用 

①退職給見込み額の期間帰属の方法 

②割引率及び予定昇給率の設定方法 

③複数事業年度制度の取り扱い 

④過去勤務費用の特別損益への表示 

 

  ２．適用初年度の会計処理及び開示 

    過去の期間の遡求処理は行わず、適用に影響額を適用初年度期首の利益剰余金に加減します（退職

給付に関する会計基準３７項）。 

    また、当期又は過去の期間に影響額がある場合、又は将来の期間に影響を及ぼす可能性があるとき

は、会計方針の変更として以下の注記をします（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準１

０項）。 

    ①会計基準等の名称 

    ②会計方針の変更の内容 

    ③経過措置に従って会計処理を行った旨及び将来への影響。 

    ④影響を受ける財務諸表の主な表示科目に対する影響額及び１株当たり情報に対する影響額。 

 

Ｂ．改正企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会計基準の適用指針」の公表 

１．平成２７年３月２６日公表日以降最初に終了する事業年度の年度末から適用 

  ①複数事業主制度に準じた場合の開示 

（１）厚生年金基金の場合   

・「数理債務」から「未償却過去勤務債務残高」を控除したものを「責任準備金（プラス

α分」とします。 

・「数理債務」の額「未償却過去勤務債務残高」の額は、欄外に注記します。 

・「数理債務」と「未償却過去勤務債務残高」を合計した従来の「給付債務」は表示しま

せん。 

・「責任準備金（プラスα分）」と「最低責任準備金」を合計したものを「責任準備金」と

して表示します。 

（２）確定給付企業年金の場合 

・「数理債務」から「未償却過去勤務債務残高」を控除したものを「責任準備金」としま

す。 

・「数理債務」の額「未償却過去勤務債務残高」の額は、欄外に注記します。 
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２．注記事項 

  ①注記事項「直近の積立状況等」の「年金財政計算上の給付債務の額」を「年金財政計算上の数理

債務の額と最低責任準備金の額との合計額」と変更します。 

  ②表示方法の変更として過去の期間における注記についても新たな表示方法を適用します（会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準１４項）。 

  

Ｃ．企業結合会計基準等の改正 

平成２６年４月１日以降開始する事業年度の期首から早期適用することができますが、今回は省略しま

す。 

 

Ｄ．平成２７年度税制改正に係る改正法 

１．法定実効税率の算定 

①事業税のおける標準税率と制限税率が改正され、各地方団体により標準税率と超過税率を定めま

す。 

②法定実効税率 

＝法人税率×（１＋地方法人税率＋住民税率）＋地方法人特別税率×事業税率(*1)＋事業税率(*2) 

１＋地方法人特別税率×事業税率(*1)＋事業税率(*2) 

    (*1)事業税の標準税率 

    (*2)各地方団体が定めた事業税率（標準又は超過税率） 

    現行（東京都） 

    ＝２５．５％×（１＋４．４％＋１６．３(*3)％）＋６７．４％×４．３％＋４．６６(*3)％ 

             １＋６７．４％×４．３％＋４．６６(*3)％ 

    ＝３５．６４％ 

 

平成２７年４月１日以降開始事業年度（東京都） 

    ＝２３．９％×（１＋４．４％＋１６．３(*3)％）＋９３．５％×３．１％＋３．４６(*3)％ 

             １＋９３．５％×３．１％＋３．４６(*3)％ 

    ＝３３．１０％ 

 

    平成２８年４月１日以降開始事業年度（東京都） 

    ＝２３．９％×（１＋４．４％＋１６．３(*3)％）＋１５２．６％×１．９％＋２．２６(*3)％ 

             １＋１５２．６％×１．９％＋２．２６(*3)％ 

    ＝３２．３４％ 

    (*3)東京都の超過税率。標準税率によると上記の実効税率は以下の通りとなります。 

      現行 ３４．６２％ 平成２７年度 ３２．１１％  平成２８年度 ３１．３３％    

 



本紙掲載の記事等の無断複写・複製を禁じます。    Copyright○c  Toko audit corporation. All rights reserved 

－6 / 6－ 

 

  ２．事業税率（超過税率）の取り扱い  

    上記１については留意点があります。 

    税制改正に係る改正法案は３月３１日公布ですが、例えば東京都条例改正による新税率は４月１日

公布となっている点です。  

    上記の計算式では、第３０７回企業会計基準委員会議事録により、平成27年度税制改正に係る改

正法が平成27年3月31日までに公布された場合、「仮に平成 27 年度税制改正に係る地方税法等改

正法が平成 27 年 3 月 31 日までに公布されたが、各地方団体の改正条例が平成 27 年 3 月 

31 日までに公布されない場合、これまでの実務を踏まえると、平成 27 年 3 月末決算における

法定実効税率は、地方税法等改正後の事業税率（標準税率）を算定の基礎とすることになると考えら

れる。」を適用しています。具体的には、事業税率の超過税率について、３月３１日時点での標準税

率と超過税率の差である０．３６％を、標準税率に足したものを超過税率として推定しています。 

実際は、４月１日公布の条例では、０．３％を足したものでした。 

    実務では、上記の計算式によるもので構わないと思いますが、今後の動向には注意してください。 

以 上 
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